
（　）平成30年　月　日2 1 おおたわら市 議会だより11

千保　一夫  議員 小野寺　尚武  議員

一般質問 債
権
の
分
類
と
現
況
及

び
債
権
管
理
に
つ
い
て

市
民
負
担
は
可
能
な
限

り
軽
減
す
る
姿
勢
が
求

め
ら
れ
る

質
問
：
厳
し
い
財
政
状
況
下
、
債
権

管
理
条
例
を
制
定
し
債
権
管
理
の
効

率
化
と
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
り
、

財
源
の
厳
し
い
中
、
自
主
財
源
を
増

や
す
べ
き
と
思
う
が
問
う
。

答
弁
：
御
指
摘
の
通
り
本
市
が
有
す

る
強
制
徴
収
公
債
か
ら
私
債
権
ま
で

全
て
の
債
権
は
市
民
の
負
託
に
応
え

る
べ
く
公
平
適
正
な
賦
課
と
効
率
的

な
徴
収
を
行
っ
て
い
ま
す
。
昨
年
6

月
に
各
債
権
所
管
課
の
職
員
を
メ
ン

バ
ー
と
し
債
権
管
理
検
討
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム
を
設
置
し
債
権
管
理
の

適
正
化
の
調
査
検
討
を　

カ
月
間
重
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ね
、
基
本
方
針
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
検

討
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果

も
踏
ま
え
適
切
な
債
権
管
理
を
実
施

す
る
事
を
考
え
る
こ
と
か
ら
、
条
例

の
制
定
は
現
在
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

質
問
：
市
民
負
担
の
公
平
性
の
観
点

か
ら
各
債
権
に
適
用
さ
れ
る
、
法
令

の
規
定
や
管
理
等
の
事
務
処
理
は
非

常
に
大
切
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も

債
権
管
理
条
例
の
制
定
が
必
要
で
あ

る
。

答
弁
：
県
内
で
も
4
つ
の
市
が
条
例

を
制
定
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り

ま
す
の
で
、
制
定
す
る
の
も
一
つ
の

方
法
か
と
思
い
ま
す
が
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
結
論
が
現
在
の
専
決
処
分
事

項
の
指
定
の
中
で
、
処
理
が
出
来
て

い
く
と
の
結
論
で
あ
り
ま
す
の
で
将

来
の
検
討
課
題
と
し
て
い
き
ま
す
。

質
問
：
国
保
税
の
大
幅
引
き
下
げ
を

実
施
す
べ
き
。
平
成　

年
度
決
算
に
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よ
る
と
、
被
保
険
者
一
人
当
た
り
基

金
保
有
高
4
万
8
6
6
2
円
、
決
算

黒
字
額
が
3
万
1
9
7
9
円
、
合
計

で
被
保
険
者
一
人
当
た
り
の
余
剰
金

は
8
万
6
4
1
円
も
あ
る
。
こ
の
金

額
は
一
人
当
た
り
国
保
税
平
均
額　
10

万
1
8
6
9
円
の
約
八
割
に
も
相
当

す
る
。
被
保
険
者
一
人
当
た
り
3
万

円
引
き
下
げ
て
も
大
丈
夫
な
状
況
だ
。

答
弁
：
来
年
度
か
ら
の
制
度
改
正
に

あ
た
り
既
に
保
険
税
率
の
適
正
化
に

向
け
て
試
算
検
討
を
し
て
い
る
。

質
問
：
介
護
保
険
料
の
大
幅
引
き
下

げ
も
実
施
す
べ
き
だ
。
平
成　

年
度

28

決
算
で
は
、
1
億
円
を
基
金
に
積
立

て
て
も
尚
、
3
億
5
0
0
0
万
円
も

の
余
剰
金
が
出
て
し
ま
っ
た
。　

歳
65

以
上
の
高
齢
者
は
一
人
平
均
7
万
円
、

最
低
で
も
3
万
1
0
0
0
円
、
最
高

　

万
3
0
0
0
円
も
保
険
料
を
納
め
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る
。
血
の
出
る
よ
う
な
思
い
で
納
め

る
介
護
保
険
料
総
額
は　

億
円
余
。

13

し
か
し
基
金
と
決
算
時
の
余
剰
金
と

で
5
億
6
0
0
0
万
円
以
上
も
残
っ

て
い
る
。

答
弁
：
現
在
、
第
7
期
あ
ん
し
ん
プ

ラ
ン
を
策
定
中
で
、
介
護
保
険
料
の

精
査
を
し
て
い
る
。
高
齢
者
が
増
え
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
が
増
加
す
る

中
、
現
制
度
上
、
介
護
保
険
料
を
引

き
下
げ
る
こ
と
は
困
難
だ
。




